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（工学部内規程第４５号）

鳥取大学大学院工学研究科単位認定規程

第１条 授業科目の単位認定の基礎となる１単位当たりの授業時間数は，鳥取

大学単位認定規則（平成５年鳥取大学規則第２号）による。

第２条 単位の認定は，履修した科目についての筆記試験，論文，報告書，平

常成績等によって行う。

第３条 単位の認定は，１００点満点で採点して６０点以上をもって合格とす

る。

２ 成績はＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆをもって表す。Ａは９０点以上，Ｂは８０点～

８９点，Ｃは７０点～７９点，Ｄは６０点～６９点，Ｆは５９点以下とする。

３ 特別研究，その他当該専攻又はコースで指定する科目については，合否で

判定し，Ｓ，Ｆをもって表す。Ｓは合，Ｆは否とする。

第４条 定期試験を実施する場合は，原則として毎学期の終りに実施する。

第５条 病気その他特別の事情により前条の定期試験を受けられなかった者は，

追試験を受けることができる。

２ 追試験を受けようとする者は，当該試験終了後できるだけ速やかに追試験

願を当該授業科目担当教員の承認を得て，研究科長に提出しなければならない。

３ 追試験を受けた者については，当該授業科目担当教員から成績が提出され

た時をもって単位の認定が行われたものとする。

附 則

この規程は，平成７年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成２０年４月１日から施行する。


